
　　　　　　

　　

　

地域お助け隊事業のご案内
地域お助け隊は、平成２０年度よりはじまり、日常生活上の些細な困りごとや余暇活動、い

きがい活動を地域住民が支えることで、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

令和６年４月１日から、度会町に住民登録のある方で、町内に居住している方ならどなたでも

利用できるようになりました。この機会に一度利用をしてみてください。

★ お問い合わせ・お申し込みは ★

社会福祉法人 度会町社会福祉協議会

〒５１６－２１０３ 度会町棚橋１２０２

TEL：０５９６－６２－０５５０(担当：藤田)

電話受付時間：月・水・金曜日 ８：３０～１２：３０ ※祝日・年末年始は休みです

★利用の流れ★ ★サービス内容と1時間当たりの料金★

●登録できる方
心身ともに健全なボランティア意識をもった方で、こ

の事業の趣旨を理解・賛同し、サービス提供に協力頂

ける方です。

●登録方法
社会福祉協議会で申込

●活動内容
まずはご自分の希望する活動を登録し、利用者から依

頼のあった内容と適合した案件を事務局から連絡を受

け、活動を行います。

★隊員募集中！あなたも登録してみませんか？★


